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意見書 

 

平成 25 年 10 月 28 日 

総務省情報流通行政局 

放送政策課 御中  

 

郵便番号  105-7317 

住 所
（ ふ り が な ）

   東京都港区
とうきょうとみなとく

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

   ソフトバンクモバイル株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代 表
だいひょう

取締
とりしまり

役
やく

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

  孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-7316 

住 所
（ ふ り が な ）

   東京都港区
とうきょうとみなとく

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

   ソフトバンクテレコム株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

 代 表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社 長
しゃちょう

兼C E O
しーいーおー

  孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号  105-7304 

住 所
（ ふ り が な ）

   東京都港区
とうきょうとみなとく

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

   ソフトバンク B B
びーびー

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

  代 表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社 長
しゃちょう

兼
けん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

 

  当該意見募集に関しまして、今回このような意見募集の機会を設けていただいたことに、厚く御礼

申し上げます。 

「移動受信用地上基幹放送等に係る制度整備（案）」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

尚、問い合わせ等は、下記連絡先で対応致しますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

（連絡先） 
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別紙 

 
法令案の名称 該当箇所 意見 

電波法第二十七

条の十二第一項

の規定に基づく

九九MHzを超え

一○八MHz以下

の周波数を使用

する特定基地局

の開設に関する

指針（別添 13） 
 
 

三当該特定基地局の配置

及び開設時期に関する事

項 
１ 当該特定基地局を配置

し、開設する者は、開設計

画の認定の日から五年以

内に、前項第二号に規定す

る区域の世帯カバー率

（ 当該区域の世帯数（ 平
成二十二年の国勢調査の

結果による世帯数とする。

以下「放送対象地域におけ

る世帯カバー率」という。） 
のうちに占める当該特定

基地局の放送区域内の世

帯数の割合をいう。以下同

じ。） が、近畿広域圏及び

関東・甲信越広域圏におい

ては百分の八十以上、東

海・北陸広域圏、九州・沖

縄広域圏及び北海道にお

いては百分の七十以上、東

北広域圏及び中国・四国広

域圏においては百分の六

十以上になるように当該

特定基地局を配置し、開設

しなければならない。 

放送は、今回意見募集対象である特定基地

局の開設に関する指針及び基幹放送普及計

画においても、全国各地域あまねく受信でき

るように努めるものとされています。 
V-Low 帯の帯域は、放送用途での利用で

あり、少なくともこの帯域で放送事業を行う

場合は世帯カバー率について厳格に定める

べきであると考えます。 
放送として、広くあまねく受信できる状況

を整備するには、V-High 帯と同様に V-Low
帯も全国を認定期間内(5年)に90％以上の世

帯カバー率を達成するべきであると考えま

す。 
また、周波数有効利用の観点からも、この

世帯カバー率を早期に達成しようとするイ

ンセンティブを働かせるべきであり、電波利

用料のこの帯域に対する放送としての各種

減免係数の適用は、世帯カバー率の達成後に

するべきであると考えます。 

 
 

以上 


